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「明るく活力ある超高齢社会｣を目指し、市町村を責任主体とし、一貫性・連続性のある｢総合的な
介護予防システム｣を確立
（主な施策） 新予防給付の創設、介護予防事業の創設

介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険
施設に係る給付の在り方を見直す（１７年１０月実施）
（主な施策） 居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置

認知症ケアや地域ケアを推進するため、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービ
ス提供を可能とする体系の確立を目指す
（主な施策） 地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの創設、医療と介護の連携

サービスの質の向上を図るため、情報開示の徹底、事業者規制の見直し等を行う
（主な施策） 情報開示の標準化、ケアマネジメントの見直し

低所得者に配慮した保険料設定を可能とするとともに、要介護認定の見直し、市町村の保険者
機能の強化等を図る
（主な施策） 第１号保険料の見直し、市町村の保険者機能の強化、要介護認定の見直し、介護

サービスの適正化・効率化

社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討、その結果に基づいて、平
成２１年度を目途として所要の措置を講ずる

１．予防重視型システムへの転換

２．施設給付の見直し

３．新たなサービス体系の確立

４．サービスの質の向上

５．負担の在り方・制度運営の見直し

６．被保険者・受給者の範囲

「明るく活力ある超高齢社会｣を目指し、市町村を責任主体とし、一貫性・連続性のある｢総合的な
介護予防システム｣を確立
（主な施策） 新予防給付の創設、介護予防事業の創設

介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険
施設に係る給付の在り方を見直す（１７年１０月実施）
（主な施策） 居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置

認知症ケアや地域ケアを推進するため、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービ
ス提供を可能とする体系の確立を目指す
（主な施策） 地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの創設、医療と介護の連携

サービスの質の向上を図るため、情報開示の徹底、事業者規制の見直し等を行う
（主な施策） 情報開示の標準化、ケアマネジメントの見直し

低所得者に配慮した保険料設定を可能とするとともに、要介護認定の見直し、市町村の保険者
機能の強化等を図る
（主な施策） 第１号保険料の見直し、市町村の保険者機能の強化、要介護認定の見直し、介護

サービスの適正化・効率化

社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討、その結果に基づいて、平
成２１年度を目途として所要の措置を講ずる

１．予防重視型システムへの転換

２．施設給付の見直し

３．新たなサービス体系の確立

４．サービスの質の向上

５．負担の在り方・制度運営の見直し

６．被保険者・受給者の範囲
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（１）予防重視型システムへの転換 

○ 予防重視型システムの全体像 

 ・今回の改革では、軽度者の方々の状態像を踏まえ、できる限

り要支援・要介護状態にならない、あるいは重度化しないよ

う「介護予防」を重視したシステムの確立を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 報酬改定 

 

〈 要 介 護 認 定 〉

○要介護状態区分の審査

○状態の維持又は改善可能性の審査

要支援・要介護に
なるおそれのある者

（新）

要 支 援 者
現行の要支援者

＋
要介護１の一部

要 介 護 者

地 域 支 援 事 業
(介護予防サービス)

例）転倒骨折予防教室
栄養指導 等

新 予 防 給 付

○既存サービス
→内容･提供方法を見直し

○新たなサービスの導入
→効果の検証を踏まえ導入

介 護 給 付

例）訪問介護
通所介護
訪問看護
特養等施設 など

地域支援事業 新予防給付 介護給付

要支援・要介護者

非該当者

介 護 予 防 の
スクリーニング

× 要支援者要支援者 要介護者要介護者

要支援・要介護要支援・要介護
になるおそれになるおそれ
のある者のある者 × ×

要支援・要介護要支援・要介護
状態になること状態になること

の防止の防止
重度化防止重度化防止

＋

新予防給付と介護予防システム
高 齢 者

〈 要 介 護 認 定 〉

○要介護状態区分の審査

○状態の維持又は改善可能性の審査

要支援・要介護に
なるおそれのある者

（新）

要 支 援 者
現行の要支援者

＋
要介護１の一部

要 介 護 者

地 域 支 援 事 業
(介護予防サービス)

例）転倒骨折予防教室
栄養指導 等

新 予 防 給 付

○既存サービス
→内容･提供方法を見直し

○新たなサービスの導入
→効果の検証を踏まえ導入

介 護 給 付

例）訪問介護
通所介護
訪問看護
特養等施設 など

地域支援事業 新予防給付 介護給付

要支援・要介護者

非該当者

介 護 予 防 の
スクリーニング

× 要支援者要支援者 要介護者要介護者

要支援・要介護要支援・要介護
になるおそれになるおそれ
のある者のある者 × ×

要支援・要介護要支援・要介護
状態になること状態になること

の防止の防止
重度化防止重度化防止

＋

新予防給付と介護予防システム
高 齢 者

○ 新予防給付の創設 

・現行の予防給付について、対象者の範囲、サービス内容、 

  ケアマネジメントを見直し、新たな予防給付へと再編。 

 

 

＜保険給付と要介護状態区分のイメージ＞ 

 

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１

要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
要支援２

要支援者 要介護者

予防給付 介護給付

現行区分： 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１

要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
要支援２

要支援者 要介護者

予防給付 介護給付

現行区分：
 

 15



 ＜ケアマネジメント＞ 

 ・市町村の責任において実施。 

 ・地域包括支援センターにおいてアセスメントを行い、①利用者の状態に応

じた目標設定、②本人を含め様々な専門家が協力してサービスプランを

作成、③サービス利用の効果などを定期的にチェックする。 

 

＜介護予防サービスの内容＞ 

 ・「介護予防通所介護」、「介護予防通所リハビリテーション」、「介護予防訪

問介護」、「介護予防福祉用具貸与」など、１５種類のサービスを制度化。 

 ・介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、共通的サービスと

選択的サービス（※）の組み合わせによりサービス提供を行い、報酬の

定額化（月単位）、事業所評価の導入等を行う。 

  （※）運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上 

 

（２）施設給付の見直し 

○ 施設に入所している方と在宅生活を送っている方との利用者

負担の公平性の観点から、入所者の方々に居住費・食費の負

担をいただくもの。（平成１７年１０月実施） 

 

 

＜在宅と施設の費用負担の比較＞ 

 ・同じ要介護状態の方でも、在宅の方と施設入所の方との間で、実質的な費

用負担に２倍程度の差。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部負担 ２.１万円
保険給付分

約３０．９万円

一部負担５.６万円
(うち食材料費２.６万
円)

食 費 約３.１万円

居住費用 約５.２万円
（光熱水費を含む）

計 約３６.５万円

自己負担

約１０.４万円

保険給付分
約１８.７万円

支給限度額まで利用した場合
約３３.４万円

（注）単身の要

介護５の高齢

者について比

較したもの

高齢者 年金支給
基礎年金水準 ６．７万円／月

⇒低所得者への配慮が必要
厚生年金水準 １６．８万円／月

在宅の場合 特養の場合

食費、居住費用

計 約２９.１万円

在宅と施設のバランス

介
護
保
険
と
年
金
の
調
整

一部負担 ２.１万円
保険給付分

約３０．９万円

一部負担５.６万円
(うち食材料費２.６万
円)

食 費 約３.１万円

居住費用 約５.２万円
（光熱水費を含む）

計 約３６.５万円

自己負担

約１０.４万円

保険給付分
約１８.７万円

支給限度額まで利用した場合
約３３.４万円

（注）単身の要

介護５の高齢

者について比

較したもの

高齢者 年金支給
基礎年金水準 ６．７万円／月

⇒低所得者への配慮が必要
厚生年金水準 １６．８万円／月

在宅の場合 特養の場合

食費、居住費用

計 約２９.１万円

在宅と施設のバランス

介
護
保
険
と
年
金
の
調
整
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＜見直し後の居住費・食費＞ 

 ・今回の見直しにより、居住費・食費は保険給付の対象外、具体的な金額は

利用者と施設の契約によって設定。（国において、適正な手続き等を確保

するためのガイドラインを策定。） 

 ・なお、所得の低い方については、居住費・食費の負担限度額を設定し、平

均的な費用との差額を保険給付で補う仕組み（補足給付）を創設。 

 

（３）新たなサービス体系の確立 

○ 認知症高齢者や高齢者世帯の増加に対応し、こうした方々の住み

慣れた地域での生活が継続できるよう、「地域密着型サービス」

の創設や「居住系サービス」の充実などのサービス体系の見直し

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域密着型サービス】

① 小規模多機能型居宅介護 ⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護

② 夜間対応型訪問介護 （小規模（定員３０人未満）で介護専用型の特定施設）

③ 認知症対応型通所介護 ⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

④ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） （小規模（定員３０人未満）介護老人福祉施設）

〈地域密着型サービスの仕組み〉

利用

地域密着型サービス事業所

指定、

指導・監督

保険給付

１： AA市の住民のみが市の住民のみが
利用可能利用可能

・指定権限を市町村に移譲

・その市町村の住民のみがサービス

利用可能（Ａ市の同意を得た上で

他の市町村が指定すれば、他の市

町村の住民が利用することも可能

２：地域単位で適正な地域単位で適正な
サービス基盤整備サービス基盤整備

市町村（それをさらに細かく分け

た圏域）単位で必要整備量を定め

ることで、地域のニーズに応じたバ

ランスの取れた整備を促進

３：地域の実情に応じた指地域の実情に応じた指
定基準、介護報酬の設定定基準、介護報酬の設定

A 市

４：公平・公正透明な仕組み公平・公正透明な仕組み

指定（拒否）、指定基準、報酬設定には、

地域住民、高齢者、経営者、保健・医療・福

祉関係者等が関与
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 ○ 地域包括ケア体制を支える地域の中核機関として、新たに「地域

包括支援センター」を創設し、設置を推進。 
 

＜地域包括支援センターの概要＞ 

 ・公正、中立な立場から、①総合相談支援、②虐待の早期発見・防止などの

権利擁護、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネ

ジメント、の機能を担う地域の中核機関。 

 

 （運営主体）市町村、在宅介護支援センターの運営法人等 

 （圏域）   市町村ごとに担当エリアを設定。小規模市町村の場合、共同設

置も可能。 

 （職員体制）保健師（又は地域ケアに経験のある看護師）、主任ケアマネジャ

ー、社会福祉士の３専門職種又はこれらに準ずる者を配置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアチーム

・日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネット

ワークの構築

総合相談・支援事業

ケアマネジャー

長
期
継
続

被保険者被保険者

主治医

多面的（制度横断的）支援の展開

行政機関、保健所、医療機関、児童相

談所など必要なサービスにつなぐ

虐待防止・早期発見、権利擁護 虐待防止 介護サービス ボランティア

包括的・継続的マネジメント事業
医療サービス ヘルスサービス 成年後見制度

 

 

 

ケ
ア
マ
ネ

ン
ト

ジ
メ

新
予
防
給
付
・
介
護
予
防
事
業

・アセスメントの実施
↓

・プランの策定
↓

・事業者による事業実施
↓

・再アセスメント

多職種協働・連携の実現支援

連携

地域権利擁護

主治医

民生委員

地域医師会、福祉
関係団体、介護支
援専門員等の職能

団体

利用者、被保険者（老人クラブ等）介護保険サービスの関係者

ＮＰＯ等の地域サー
ビスの関係者

権利擁護・相談を担う関係者

主任ケアマネ
ジャー（仮称）等

地域包括支援センター
運営協議会

介護相談員

介護予防ケアマネジメント事業

・センターの運営支援、評価 ・中立性の確保
・地域資源のネットワーク化 ・人材確保支援

社会福祉士等

保健師等チームアプローチ

居宅介護支援
事業所

⇒市区町村ごとに設置
（市区町村が事務局）

包括的支援事業の円滑な実
施、センターの中立性・公正
性の確保の観点から、地域
の実情を踏まえ、選定。
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＜地域支援事業＞ 

 

 

○ 要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域にお
ける包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から、市町村が実施
する「地域支援事業」を創設する。

Ⅰ．事業の内容
①介護予防事業

ｱ）介護予防のスクリーニングの実施
ｲ）要支援・要介護になるおそれの高い者等を対象とする介護予防サービスの提供

②包括的支援事業
・介護予防ケアマネジメント事業（上記①の介護予防サービスのマネジメント）
・総合相談・支援事業（地域の高齢者の実態把握、介護以外の生活支援サービスとの調整）
・権利擁護事業

・地域ケア支援事業(支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、ネットワークづくり)

③その他

介護給付費適正化事業、家族介護支援事業など

Ⅱ．財源構成等

（１）事業規模 市町村介護保険事業計画に明記。政令で一定の限度額を定める。
（２）財源構成 ①介護予防事業

・現行の給付費の財源構成と同じ（１号保険料、２号保険料、公費）
②包括的支援事業等
・１号保険料と公費で構成

（３）利用料 市町村は地域支援事業の利用者に対して利用料を請求できるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 号
１ ９ ％

国
４ ０ ． ５ ％

都 道 府 県
２ ０ ． ２ ５ ％

市 町 村
２ ０ ． ２ ５ ％

１ 号
１ ９ ％

国
２ ５ ％

都 道 府 県
１ ２ ． ５ ％

市 町 村
１ ２ ． ５ ％

２ 号
３ １ ％

【 財 源 構 成 】 【 財 源 構 成 】

介 護 予 防 事 業 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業

 

 

 

介護保険法 附則 
第２条 （略） 
２ 政府は、この法律の施行後３年を目途として、第３条の規定による改正後の介護保険法（以

下「新介護保険法」という。）による予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等

を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 
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（４）サービスの質の向上 

 ○ サービスの質の確保・向上を図る観点から、情報公表の義務づけ、

事業者規制の見直しやケアマネジメントの見直し等を行う。 

 

（５）負担の在り方・制度運営の見直し 

 

 

○ 保険者の裁量を拡大する観点から、第１号保険料の設定方法や徴収

方法の見直しを行うとともに、保険者機能強化の観点から立入権限

の見直しを行う。 

＜第１号保険料の設定・徴収の見直し＞ 

・特別徴収の対象拡大（遺族・障害年金も対象に追加）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（

 
 
 
 
 
 
 

基 準 額 × ）

第
１ 第 ３ 段 階 第 ４ 段 階 第 ５ 段 階
段
階

1.5

1 .2 5

1 .0

0 .7 5

0 .5

第 ２ 段 階

（市町村民税世帯非課税等） 

（市町村民税本人非課税等） 

（課 税 層）

現行制度では、課税層は
原則２区分（最大３区分） 

【見 直 し 後】 

【現 行】 

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

第
１
段
階

第２段階 第３段階 第６段階第５段階第４段階

(市町村民税世帯非課税） (市町村民税本人非課税） ( 市 町 村 民 税 本 人 課 税 ）

（保険料率）

○課税層の多段階化 

 市町村が被保険者の所得状況に応

じ、きめ細かな保険料段階の設定を行

うことができることとする。 

 具体的には、課税層について、市町

村が条例により、その区分数や保険料

率について弾力的に設定を行うことが

できる。 

○現行第２段階の細分化 

 現行の保険料第 2 段階に

ついては、被保険者の負担能

力に大きな開きがあること

から、当該段階を細分化し、

負担能力の低い層にはより

低い保険料率を設定する。 
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 現行の保険料段階と第３期保険料段階

○現行の保険料段階

○第３期の保険料段階

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

第
１
段
階

第２段階 第３段階 第６段階第５段階第４段階

２．６％ １８．０％ ９．０％ ３０．５％ ２８．６％ １１．３％

基準所得金額　２００万円

(市町村民税世帯非課税） (市町村民税本人非課税） ( 市 町 村 民 税 本 人 課 税 ）

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

第
１
段
階

第２段階 第３段階 第５段階第４段階

２％ ３４％ ３９％ １３％ １２％

基準所得金額　２００万円

(市町村民税世帯非課税） (市町村民税本人非課税） ( 市 町 村 民 税 本 人 課 税 ）

※第２段階対象者･･･市町村民税世帯非課税で年金収入が８０万円以下の者など
第３段階対象者･･･市町村民税世帯非課税で第２段階に当たらない者

（注）第３期の保険料段階の割合（％）は、推計値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜保険者機能の強化＞ 

 ・新規の要介護認定については原則市町村が認定調査を実施。 

 ・市町村への事業者の立入権限の付与。 
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